
令和７年度未来応援ネットワーク事業による支援について

１．事業の内容

２．対象団体

「こどもの未来応援基金」を通じて、草の根で支援活動を行うＮＰＯ法人等に支
援金の交付を行うことで、運営基盤の強化・掘り起こしを行うとともに、新たな
社会課題や支援ニーズに対応するため、社会全体でこどもの貧困対策を進める環
境を整備することを目的に、ＮＰＯ法人等への支援金の交付を行う。

① ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）
② 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）
③ 一般法人（一般社団法人又は一般財団法人）
④ 社会福祉法人
⑤ 医療法人
⑥ 学校法人
⑦ その他ボランティア団体や町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う

任意団体等（次の要件を満たすこと）
・理事（団体の代表者を含む）を２人以上置いていること（理事が１人の場合
は、理事に事故があるとき又は理事が欠けたときにその職務を代行する者を
定めておくこと）

１

３．募集期間

令和６年７月31日（水）～９月17日（火）

資料１



基金による支援対象事業等について

支援対象経費等審査の視点期待する効果の例対象事業

事業Ａ

新規又は拡充事業について活
動を支援し、団体の運営基盤
の強化を図る事業。

支援額：100万円超
～300万円以下

※事業Ｂとの同時申請は不可。

①計画性
目的に沿った目
標の達成に向け
た計画が立てら
れているか

②連携
地域における多
様な関係者と連
携する工夫があ
るか（事業Ｂは記
載しやすくするた
めに配慮）

③広報
積極的な広報、
情報発信の工夫
があるか（事業A
は戦略的な広報で
あるかも加味）

④継続性
基金による支援
後の見通しがあ
るか

進学率の向上や
退学率の低減等

ア．様々な学びの支援

社会的孤立の解消等イ．居場所の提供・相談支援

栄養ある食事の確保
や正しい生活習慣の
習得等

ウ．衣食住など生活の支援

就労率の向上や安定
した収入の確保等

エ．児童又はその保護者の
就労の支援

事業Ｂ（少額支援枠）

小規模での活動を行う団体に
対する支援。

支援額：100万円以下
※立上げ支援を強化するため、設立年月
日から満５年以内の団体については、優
遇審査する。

児童養護施設退所者
の生活基盤の確立、
里親委託率の向上等

オ．児童養護施設等の退所者
等や里親・特別養子縁組
に関する支援

若年妊婦、ヤングケ
アラー、若年など、
様々な対象者への支
援の拡充

カ．新たな社会課題や支援
ニーズに対応した事業
(若年妊婦支援、ヤング
ケアラー支援、若者支援
など）

【事業Ａ・Ｂ共通】
※過去に３回採択されたことがある団体
でも応募できることとするが、事業審査
委員会での審査のもと、３回採択された
ことがない団体を優先的に採択する。

２

※キ．その他、貧困の連鎖の解消につながる事業や、こどもの貧
困の背景に存在する様々な社会的要因の解消にも資する事業も対
象事業となる。



Ｒ６→Ｒ７の変更点について

考え方R７R６
・事業AとBの基準を単純化し、応
募者にとっての「分かりやすさ」を
強化しつつ、真に必要な金額の支援
を行うことを可能とするため。

１００万超～
３００万以下

３００万以下事業Aの金額

・R６では設立５年以内の新規団体
による立上げ支援の位置づけであっ
たが、R７では小規模団体支援に見
直した。ただし、新規団体への配慮
として、審査時に加点を行う。

１００万以下
３０万円
又は

１００万円
事業Ｂの金額

・応募団体の質の維持と応募可能団
体数の減少を防ぎつつ、優良な取組
については、引き続き支援を行うこ
とができるようにするため。

原則３回まで
（４回以上も可）

３回まで支援回数

２


